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１．施設の概要 

（１）施設の名称 

なら歴史芸術文化村（以下「文化村」という。） 

 

（２）施設の所在地 

募集要項参照 

 

（３）休館日・開館時間 

募集要項参照 

 

２．管理運営体制等 

（１）業務の全体像 

文化村の業務は「県業務」と「指定管理業務」の 2 つで構成されます。「県業務」と「指

定管理業務」の概要については別紙 2(1)を参照して下さい。 

 

（２）指定管理者における職員の配置その他の体制 

① 総括責任者の配置 

指定管理者として適正な運営を行うため、総括責任者を配置してください。総括責任

者は指定管理業務に関する全ての業務を統括し、マネジメントを行うこととします。 

 

② 有資格者の配置 

防火管理者、電気主任技術者等の法令等により資格を必要とするものについては、有

資格者を選任してください。（法令等によりこれを委託できる場合に、委託をした場合

を除きます。） 

 

③ 職員等の配置 

本施設を適切に運営・維持管理するために必要な人員を、必要な時間、必要な場所に

配置してください。職員等についてはサービスの提供や維持管理に必要な研修を実施し

てください。 

 

３．業務基準 

施設利用者が安全かつ快適に施設を利用できるよう、適切な維持管理運営を行ってくだ

さい。各施設が不正使用や不法占拠等、不適切な利用により本来の機能が損なわれること

がないよう管理してください。 

台風、大雨等により荒天が見込まれる場合は、事前に備品の固定を行う等、十分な安全

対策を行ってください。また状況に応じ、施設の閉鎖等を含めた措置を講じてください。 

施設内で事件、事故、災害等が発生した場合の緊急連絡体制を整備してください。また、

事案が発生した場合は、救護、被害の拡大防止や現場の保存等、適切かつ迅速に対応する

とともに、県及び関係機関に連絡をしてください。 

施設利用者、県民等からの問い合わせや要望、苦情等に対して、適切かつ迅速に誠意を
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もって対応し、苦情内容、対応は記録に残して県に報告してください。 

地域住民や関係機関等との協働による運営の推進に努めてください。 

拾得物は拾得物台帳を作成し、所管の警察署に届けてください。残置物については、一

定期間保管し、所有者不明の場合は処分してください。 

施設内で県がイベント等を行う場合は、協力してください。 

1 日の業務内容（点検修繕、清掃、植栽、警備等、維持管理業務）や苦情・要望の処理状

況などを記載した日報等を作成してください。 

 

４．開業準備に関する業務 

指定管理者の指定日（以下「指定日」という。）から開業日まで開業準備を行ってくださ

い。なお、指定日、開業日等の予定は募集要項に記載のとおりです。なお、文化村は、開

業までの間、工事が行われる予定です。各施設において開業準備を開始できる時期につい

ては、県と調整を行ってください。 

 

（１）施設運営の業務体制づくり 

① 県との円滑な連絡調整体制づくり 

開業準備を行うにあたり、県と円滑な連絡調整が行える体制を整えてください。 

 

② 運営協議会への参加 

施設の管理・運営に係る全体調整を行う目的で設置とする県、指定管理者、文化財修

復団体、施設関係者等で構成する運営協議会に参加してください。事務局は県が担いま

す。 

 

③ 従業員の採用、配置等 

円滑に施設の運営ができるように、配置計画に基づき、必要となる従業員の採用、配

置等を行ってください。 

 

④ マニュアルの整備と従業員教育 

運営マニュアルや危機管理マニュアルなどを作成・整備し、従業員に対し本施設の設

置目的や整備、業務内容等に関する研修を行う等、開業に向けた準備を行ってください。 

 

⑤ 委託業者との契約 

運営・維持管理に関する業務の一部を委託する場合は委託業者と契約するなど、運営・

維持管理に係る準備を行ってください。 

 

⑥ 出品・出店者との事前調整 

農村交流施設（直売所・レストラン等）や伝統工芸施設に出品・出店する事業者等へ

の説明会や調整を行ってください。 

 

（２）備品等の購入及び県備品等の選定への協力 
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県が予算の範囲内で設置予定の什器や備品・消耗品等は別紙 3のとおりです。別紙 3に

記載していない本施設の運営・維持管理に必要な什器や備品・消耗品等については、指定

管理者が購入・設置するものとします。また、県備品等の選定等に協力してください。 

 

（３）施設の維持管理業務の準備 

公共料金、通信設備等のインフラ設備の必要な契約手続き等を行ってください。維持管

理に必要な有資格者の選任や許可・届出等の手続きを行ってください。警備業務の機械警

備については県が選定した事業者との契約を締結してください。 

 

（４）広報・イベントの実施 

開業に向け指定管理業務に係るホームページコンテンツを作成して、県が作成する文化

村のホームページに追加してください。 

県で実施する新聞、広告、旅行誌等への掲載などへの広報に協力してください。また県

等が実施する開業に向けた周知イベントに協力し、積極的な周知、広報活動を実施してく

ださい。 

 

５．運営に関する業務 

（１）運営協議会への参加 

指定管理業務について、会議に必要な資料の作成等を行ってください。また必要に応じ、

県業務についても協力を行ってください。 

 

（２）施設・設備の使用承認及び利用の制限に関する業務 

① 施設・設備の使用承認業務 

指定管理者は、なら歴史芸術文化村条例の規定に従い、施設・設備の使用承認に関す

る業務を行ってください。また、施設・設備の貸出について利用促進を図るとともに、

県民の公平な利用を確保してください。 

 

② 使用の不承認及び、使用承認の取り消し業務 

指定管理者は、なら歴史芸術文化村条例に規定する場合においては、施設・設備の使

用承認をしてはならないものとします。 

また、なら歴史芸術文化村条例に規定する場合においては、使用承認の取り消し、ま

たは使用の制限、もしくは使用の停止を命じることができます。 

 

③ 利用料金収受業務 

利用料金の額は、別紙 2(2)に示す、条例及び規則に定める使用料の額の範囲内で、あ

らかじめ知事の承認を得て指定管理者が定めるものとし、指定管理者が利用者から利用

料金を徴収してください。設備類については、今後使用料の額を定めることとしている

ため、別途県の示す使用料の額の範囲内で、知事の承認を得てください。 

 徴収方法について、電子決裁等の利便性の高い方法を提案してください。 

なお、利用料金は指定管理者の収入とします。 
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 ④ 利用料金の減免について 

   施設の利用に係る利用料金については、今後規定整備するなら歴史芸術文化村施設使

用料減免取扱要項の規定に準じ、減免する必要があると認められるときは、県の指示に

従って協議し、利用料金を減免する必要がある場合があります。 

 なお、障害者に対する県有施設の使用料減免に関する取扱いに応じた措置は講じる予

定です。 

 

（３）案内に関する業務 

① 施設案内に関する業務 

館内の案内、来館者（一般・団体）の応対、外部からの問い合わせ等への対応、外部

からの代表電話への対応、視察等への対応等、施設の案内業務を行ってください。なお、

文化財修復・展示棟における、修復作業や展示に関するガイドは、県が実施します。 

 

② 観光案内に関する業務 

文化村から周遊観光につながる県内の観光情報などの案内業務を行ってください。県

内の各観光案内所と連携を図り、効率的・効果的な観光案内を実施してくだい。なお、

情報提供施設において観光案内・施設案内を行う者を 1 名配置してください。指定管理

者として多言語対応を充実する取組があれば、提案してください。 

 

（４）広報・誘客に関する業務 

① 情報発信業務 

県が実施する企画展、イベント等を広く発信してください。また、施設全体で行われ

るイベント、県で実施する観光イベントなどを積極的に発信してください。 

開業準備期間に制作するホームページコンテンツや SNS等の更新・管理を行ってくだ

さい。 

広報活動を行うにあたり必要となる PR 冊子・チラシ・ポスター・広告・パネル等の作

成（デザイン・印刷等）、配布（発送、掲出等）を行ってください。 

 

② 誘客業務 

文化村への誘客力を高めるため、旅行会社・鉄道会社・バス会社等へ多様なプロモー

ション・誘客活動を実施してください。 

サイクルステーションの利用促進に向け、サイクリストの誘致や周辺のサイクリング

施設等との連携を積極的に推進してください。 

 

③ イベントの企画・実施 

文化村への誘客力を高めるイベントを企画し実施してください。 

 

④ 関係団体の広報協力 

県や関係団体が提供するポスターの掲示、チラシの設置などの協力を行ってください。 
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（５）貸館の運営に関する業務 

貸館の受付にあたっては、貸館予約サイトの構築等により、予約の受付に対応してくだ

さい。 

① ホールの貸館について 

利用者（県及び一般利用者）による舞台利用の際に、円滑にホールでの催しものが開催

出来るように、以下の業務を実施してください。 

・利用者が持込む機材等の搬入、搬出に立ち会ってください。 

・舞台設備等の仕込み、撤去、復元作業の補助作業を行ってください。 

・利用者と事前に打合せを行い、必要に応じて適正な助言を行ってください。 

・舞台設備等の操作が必要な場合は、必要な専門的な技術・知識・経験のある舞台事業者

を利用者に紹介してください。なお、舞台事業者のリストを作成し、県と調整を行って

ください。 

・利用者が自ら舞台装置要員を手配したり、機材等を持ち込んだりする場合は、事前に

打合せを行い、適切な管理を行ってください。 

・舞台上の作業において不測の事態を予防し、または発生時に適切な対応ができるよう

利用者と協議し、安全管理体制を整えてください。 

なお、県が実施するイベント等によるホール利用の際に発生する、舞台職員委託等に係

る費用については、県が負担するものとします。 

飲食を伴う利用は、一律不可とせず、県と協議のうえ決定します。 

 ② ホール以外の貸館について 

・用意していない機材等を取り扱う事業者の情報提供に努めてください。 

 飲食を伴う利用は、一律不可とせず、県と協議のうえ決定します。 

 

（６）農村交流業務 

① 直売所の運営 

地域や施設「ならでは」の希少性の高い商品等について、提案してください。 

県の農産物や農産加工品の販売を通じて、奈良の食の魅力を PR するとともに、県内

農家等の新たな販路の確保に努めてください。 

収穫時期等により県産農産物の供給が困難な場合についても、農家と連携し、県産農

産物の確保に努めるとともに、農産加工品の原料はできるだけ県産食材の利用に努めて

ください。県産品の使用割合は５０％以上とします。 

また、県内農家等、出荷者に対する栽培管理や販売動向などの情報提供や研修等を行

ってください。 

県産農産物等の商品説明及び調理、利用方法などの説明に対応できるよう従業員の教

育を行ってください。研修や従業員の教育の際、必要に応じて県から説明者の紹介等の

協力をします。 

安全・安心な農産物を提供するため、農家等が出荷する農産物を生産履歴記帳により

管理してください。 

直売所のブランド力向上と地域活性化を図るため、「安全・安心」で「新鮮」、「おいし
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い」農産物の品揃えと商品管理等を責務とした、県との協働協定を締結し、協定直売所

ネットワークである「地産認匠ＴＥＡＭ奈良」（愛称「地の味 土の香」）に加入してく

ださい。 

 

② レストランの運営 

大和野菜、大和畜産ブランドなどの、県産食材を使った料理を提供することなどによ

り、口コミ客・リピーター客を呼び込み利用者の増進を図ってください。 

県産食材を手軽に味わえる軽食や季節感を取り入れたスイーツ・フレッシュジュース

等の提供に努めてください。 

県産食材の活用促進のため、直売所と連携するとともに、料理人は県産食材について

より理解を広げるため、生産者との積極的な交流に努めてください。 

また、来訪者に県産食材を使ったメニューや調理方法等の説明ができるよう、従業員

の教育を行ってください。従業員の教育の際、必要に応じて県から説明者の紹介などの

協力をします。 

レストランについては別途、隣接する民設民営ホテルと食事の提供などについて連携

してください。 

 

③ フェアやイベントの開催 

旬の食材をテーマとしたフェアを開催するなど県産農産物など販売促進、広報宣伝及

び利用者の増進を図ってください。周辺地域で行われる観光農業と連携するなど、エリ

ア全体の魅力向上に努めてください。 

 

④ 県が推進する「食と農の魅力」の発信に関する協力業務 

多目的室において、県が準備した展示物(パネル、展示品)の展示、維持管理を実施し

て下さい。 

多目的室や実習室を活用し、県または関連団体が主催または共催する「食と農の魅力」

を発信するためのイベントや、県内の都市農村交流活動、グリーンツーリズムなどにつ

いて、ポスター掲示、チラシの配布等の協力を行ってください。 

 

⑤ 周辺地域との連携に関する業務 

指定管理者は周辺地域で農村地域の活性化に取り組む「山の辺の道周辺農村づくりネ

ットワーク」、「高原地域交流協議会」などの団体等と連携を図ってください。 

 

（７）伝統工芸業務 

① 県内工芸品の販売 

奈良の工芸品の認知度を向上し需要拡大を図るため、奈良の伝統工芸品をはじめとす

る、県内工芸品の販売等を行ってください。また、作り手などに対して出品にあたって

の説明等を行ってください。 

なお、県は必要に応じて指定管理者に対し、県内の伝統工芸品等の事業者などを紹介

します。 
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奈良の工芸の魅力を来店客へ伝えるため、県内工芸品の説明を行ってください。従業

員の教育の際、必要に応じて県から説明者の紹介等の協力をします。 

売場については、工芸品に対して来訪者がわかりやすく親しみがもてる空間となるよ

う努めてください。 

 

② 県内工芸品の企画展示 

上記の常設展示販売とは別に、販売促進・来店頻度の向上をめざし、定期的に販売と

あわせて、企画展示を行ってください。その際、奈良の伝統工芸品の他、若手作家の作

品の紹介も行うよう努めてください。 

 

③ 県や関係団体が実施するイベント・広報等への協力 

県または関係団体などが実施するワークショップ、製作体験などの取組と連携・協力

をしてください。 

また、県や天理市などが実施する文化芸術関連イベントなどとも連携・協力をしてく

ださい。 

 

（８）その他業務 

県や天理市などが実施する文化芸術関連イベントなどとも連携・協力をしてください。 

  国土交通省の「道の駅」登録・案内要綱に従い、子育て応援としてベビーコーナーの 24

時間利用や、おむつの販売（ばら売り可）等を行ってください。 

 

６．維持管理に関する業務 

（１）保守点検業務 項目 内容 １ 業務の目的 ・ 施設・設備の性能及び機能を維持し、利用者が安全かつ快適に利用できるよう適切な維持管理計画に基づき、点検、保守、修繕等を実施するものです。   ２ 業務の対象 ・ 文化村の施設（建築物、駐車場、屋外広場、工作物、設備、備品、展示施設等）の全てを対象とします。   ３ 業務の内容 保守点検業務の内容は以下のとおりです。 ・ 施設・設備の保守点検 ・ 舗道・広場等の保守点検   ４ 業務水準 (1)(1)(1)(1) 保守点検業務全体の業務水準保守点検業務全体の業務水準保守点検業務全体の業務水準保守点検業務全体の業務水準    ○施設機能○施設機能○施設機能○施設機能のののの良好な状態良好な状態良好な状態良好な状態のののの維持維持維持維持    ・ 文化村の全ての施設の機能が良好に維持されるよう、施設・設備・備品の日常点検及び定期点検を行ってください。 ○修繕の方法○修繕の方法○修繕の方法○修繕の方法    ・ 小規模な修繕、補修については速やかに対処するものとします。 ・ 大規模な修繕については県と協議を行うと共に、修繕に時間を要する場合は、必要に応じて応急処置や、利用者の安全確保の
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ため、利用の制限等を行うものとします。 ○作業計画の作成○作業計画の作成○作業計画の作成○作業計画の作成    ・ 日常点検及び定期点検の適切な作業計画を立て、業務を実施するものとします。 ○記録・台帳の作成○記録・台帳の作成○記録・台帳の作成○記録・台帳の作成    ・ 保守点検を実施した記録は、今後の施設管理の参考とするため、記録簿として保存してください。 ・ 県が開業までに設置を予定する備品等（予算の範囲内で設置）は、別紙 3のとおりです。 ・ 別紙 3 のうち、指定管理業務にかかる備品等については、備品台帳を作成して管理してください。備品台帳に記録する事項は、品名、企画、金額（単価）、数量を含むものとします。なお、県所有の備品等とは別に、指定管理者で購入し使用する備品等については、県所有備品等とは分けて台帳を作成し、管理するものとします。 ・ 修繕を実施した記録は、今後の修繕方法や修繕時期の検討資料とするため、台帳を作成し修繕記録を保存してください。 〇点検等の実施回数〇点検等の実施回数〇点検等の実施回数〇点検等の実施回数    ・ 点検等の実施回数が法により定められている施設・設備等については、既定の回数以上の点検等を必ず実施してください。  (2)(2)(2)(2) 施設・設備の保守点検の業務水準施設・設備の保守点検の業務水準施設・設備の保守点検の業務水準施設・設備の保守点検の業務水準    ・ 以下の施設・設備について、保守、点検を行ってください。法令に基づく点検が必要なものについては、法令に基づいた適切な保守管理・点検等を実施するものとします。なお、以下に記載のない施設・設備についても、施設・設備の性能及び機能の維持や、利用者の安全性や快適性を維持するために必要なものについては適宜実施してください。 ① 電気設備保守管理業務 ② 空調設備関係管理業務 ③ 給排水衛生設備管理業務 ④ 消防設備管理業務 ⑤ 建築設備点検管理業務 ⑥ 自動制御・中央監視装置管理業務 ⑦ 舞台関係設備管理業務 ⑧ 外構設備管理業務 ⑨ 備品保守点検業務  ・ 各業務の対象となる施設・設備に関しては、別紙 2(3)を参照してください。  (3)(3)(3)(3) 舗道・広場等の保守点検の業務水準舗道・広場等の保守点検の業務水準舗道・広場等の保守点検の業務水準舗道・広場等の保守点検の業務水準    ・ 文化村の建築物外の箇所について、巡回点検を行い、必要に応じて適切な修繕を行ってください。 ・ 特に利用者の多い舗道や広場（屋外体験ゾーン等を含む）、車両が通行する進入路や駐車場等は、日常的に巡回点検を行ってください。 
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 ５ 留意事項  文化財を扱う諸室における保守点検 ・ 修復作業室、収蔵庫等の文化財を扱う諸室の保守点検を行う際には、県及び文化財修復団体等と適切に調整を行ってください。 ・ また、指定管理者と県との協議のうえ、上記の記載以外に県が必要と認めた事項を行うものとします。   
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（２）設備の運転管理業務 項目 内容 １ 業務の目的 ・ 文化村の安全で快適な施設利用と、施設及び付属設備の財産保全に努め、省エネルギー・効率化を図るとともに、快適な施設環境を保持しうるように、設備機器の運転監視・保全を行い、もって円滑な施設管理運営に寄与することを目的とします。   ２ 業務の対象 ・ 文化村のすべての設備を対象とします。なお、現時点での本施設の設備は設計図書「機械設備図面」「電気設備図面」のとおりです。ただし、内容が変更される場合があります。   ３ 業務の内容 設備の運転管理業務の内容は以下のとおりです。 ・ 運転監視業務 ・ 設備機器操作・調整業務   ４ 業務水準 (1)(1)(1)(1) 設備の運転管理業務全体の業務水準設備の運転管理業務全体の業務水準設備の運転管理業務全体の業務水準設備の運転管理業務全体の業務水準 ○異常の早期発見と事故・故障への速やかな対処○異常の早期発見と事故・故障への速やかな対処○異常の早期発見と事故・故障への速やかな対処○異常の早期発見と事故・故障への速やかな対処    ・ 常に系統ごとの負荷及び全体の負荷の状態を確実に把握し、各種計器表示類の指示変化を監視し、異常の早期発見に努めてください。 ・ 事故・故障時は、速やかに適切な処置を行い、被害を最小限にとどめてください。 ○業務の方法○業務の方法○業務の方法○業務の方法    ・ 設備の運転管理業務の遂行に当たり、必要な資格、知識、経験、技能を習得した者（以下、設備管理員という）を配置し、指定管理期間中は毎日（休館日及び年末年始等を含む）勤務させるものとします。 ・ 業務を円滑に実施するため、設備管理員の教育及び研修等を実施すると共に、業務の指導監督を行う業務責任者または、それに相当する者を設置してください。 ・ 設備管理員の勤務日及び勤務時間は以下のとおりとします。 勤務日 勤務時間 毎日（休館日及び年末年始含む） 9:00～20:00  (2)(2)(2)(2) 運転監視業務の業務水準運転監視業務の業務水準運転監視業務の業務水準運転監視業務の業務水準    ○業務の方法○業務の方法○業務の方法○業務の方法    ・ 中央監視室に設置された中央監視装置により、設備の運転状況を把握し、異常を早期発見してください。 ・ 設備管理員の勤務時間外についても、警備員による中央監視装置の監視等により、異常を早期発見できるよう努めてください。 ・ 異常の発見時に緊急出動等の対応を行う体制を整えてください。  (3)(3)(3)(3) 設備機器操作・調整業務の業務水準設備機器操作・調整業務の業務水準設備機器操作・調整業務の業務水準設備機器操作・調整業務の業務水準    ○適切な設備機器操作○適切な設備機器操作○適切な設備機器操作○適切な設備機器操作及び及び及び及び調整調整調整調整    
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・ 他関連機器の運転・停止の有無、あるいは状態の確認を行い、特に調整は段階ごとに結果を確認しながら進めてください。 ・ 予定どおりに進展しない場合は、直ちに調整を中断し、原因を探して対処してください。 ・ 設備機器の運転は、文化村の利用状況に合わせ、設定を変更または調整するものとします。   ５ 留意事項  (1) 文化財修復・展示棟の温湿度管理等 ・ 文化財修復・展示棟の各諸室については、別紙 2(4)に従い、温湿度管理等を行ってください。 ・ 上記施設については、県の指示に従い、空気質、空気循環、結露、防火、漏水、防カビ、防虫等に留意し、管理してください。   (2) 有害物質対策 ・ 文化財修復・展示棟におけるアンモニア等の有害物質の濃度測定については、基本的に県が対応します。県の指示に従い、必要に応じて協力してください。   (3) 中央監視装置の確認及び保守 ・ 中央監視装置の出力値または指示値が、既定の精度内にある事を確認し、適切に調整を行ってください。また、故障等により調整不能の場合は交換してください。   
 

 

（３）警備業務 項目 内容 １ 業務の目的 ・ 文化村の秩序の維持、盗難・破壊等の防止、火災等の災害発生の防止、財産の保全及び利用者の安全を確保するため、警備を行うものとします。   ２ 業務の対象 ・ 文化村の敷地、施設（建築物、駐車場、屋外広場、工作物、設備、備品、展示施設等）の全てを対象とします。   ３ 業務の内容 警備業務の内容は以下のとおりです。 ・ 人的警備業務 ・ 機械警備業務 ・ 施錠解錠等管理業務   ４ 業務水準 (1)(1)(1)(1) 警備業務全体の業務水準警備業務全体の業務水準警備業務全体の業務水準警備業務全体の業務水準    ○○○○財産の保全財産の保全財産の保全財産の保全及び及び及び及び利用者の安全の確保利用者の安全の確保利用者の安全の確保利用者の安全の確保    ・ 建物内外の警備を実施し、文化村を利用する者や従事する職員が安心して利用、従事できるようにするため、また、敷地内の建築物や工作物等の財産保全のため、警備業務を行ってください。 ・ 物品の不正持出し、展示物・文化財への危害を防いでください。 ・ 不審者の侵入を防止するとともに、不審物を発見した際には適切な処置を行ってください。 ・ 火の元及び消火器・火災報知器の点検を適切に行い、火災を防
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止してください。 ○○○○異常事態の感知と適切な対応の実施異常事態の感知と適切な対応の実施異常事態の感知と適切な対応の実施異常事態の感知と適切な対応の実施    ・ 機械警備等により異常事態を感知した場合には、直ちに常駐警備員が急行し確認の上、警察への通報等適切な処置をとってください。  (2)(2)(2)(2) 人的警備人的警備人的警備人的警備業務業務業務業務の業務水準の業務水準の業務水準の業務水準    ○業務時間○業務時間○業務時間○業務時間    ・ 365日 24時間体制で警備を行うものとします。ただし、警備員の人数は以下のとおりとします。 
9:00～17:00 2ポスト以上 
17:00～翌 9:00 1ポスト以上 ○適切な計画・記録の作成○適切な計画・記録の作成○適切な計画・記録の作成○適切な計画・記録の作成    ・ 本施設の特性、規模、施設の利用時間、利用状況等を把握し、適切な安全管理計画を立て、警備を行ってください。 ・ 警備日誌を作成し、県の要請に応じて閲覧ができるようにしてください。 ○公共施設にふさわしい○公共施設にふさわしい○公共施設にふさわしい○公共施設にふさわしい勤務態度勤務態度勤務態度勤務態度    ・ 警備担当者は、ふさわしい統一された服装を着用してください。また、利用者に対して、公共施設にふさわしい言葉遣いと態度を守り、丁寧に振る舞ってください。 ○○○○体制整備体制整備体制整備体制整備    ・ 急病、事故、火災、犯罪、災害等、異常事態を発見した場合に対応できる体制整備を行い、異常事態発生時に適切に対応してください。 ・ 警備担当者へ適切な指導・研修を行う体制を整えてください。 ・ 特に、設備管理員が常駐しない夜間については、中央監視装置や警備員の目視等の方法によって、設備の異常を速やかに感知し、事故発生時等には直ちに常駐警備員を急行させるなど緊急出動を実施できる体制を整備してください。  (3)(3)(3)(3) 機械警備機械警備機械警備機械警備業務業務業務業務の業務水準の業務水準の業務水準の業務水準    ○異常事態発生の感知と対処○異常事態発生の感知と対処○異常事態発生の感知と対処○異常事態発生の感知と対処    ・ 県が設置した警備機器（センサー、入退室管理システム、防犯カメラ等）により、不審者の進入や不正な入退室を速やかに感知できる状態を維持してください。 ・ 火災感知器及び煙感知器による情報を監視し、事故発生時には緊急出動し、初期消火や消防署への通報等適切に対処できる状態を維持してください。 ・ 上記の異常事態が発生した際には、速やかに県に報告してください。また、その後の対応についても、県に報告してください。 ○○○○県が指定する警備会社との契約県が指定する警備会社との契約県が指定する警備会社との契約県が指定する警備会社との契約    ・ 機械警備については、県が令和 2年度中に設置予定です。 ・ 設置した機械警備会社と契約してください。 ○○○○出入口の入退室管理出入口の入退室管理出入口の入退室管理出入口の入退室管理    ・ 一部の出入口等については、セキュリティ向上のため、入退室管理システムを導入しています。入退室状況を確認し、不正な入退室が行われていないか確認してください。 
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 (4)(4)(4)(4) 施錠解錠等管理業務施錠解錠等管理業務施錠解錠等管理業務施錠解錠等管理業務の業務水準の業務水準の業務水準の業務水準    〇業務の方法〇業務の方法〇業務の方法〇業務の方法    ・ 県と協議し予め定めた時刻に、施設の施錠・解錠及び機械警備の開始・解除を行ってください。 ・ 手順等の詳細は、県と指定管理者が協議して定めるものとします。 ○○○○県県県県及び及び及び及び関係者との調整関係者との調整関係者との調整関係者との調整    ・ イベント等の実施期間中において、施設の閉館時間に、関係者の不規則な入退館が発生する可能性があります。県及び関係者との協議を行った上、必要に応じて出入口の解錠や警備機器の一時的な解除等を行ってください。   
 

（４）車両誘導業務 項目 内容 １業務の目的 ・ 文化村の秩序の維持及び利用者の安全を確保するため、車両誘導業務を行うものとします。   ２業務の対象 ・ 文化村の駐車場内及び駐車場出入口付近を対象とします。なお、文化村駐車場が満車の場合等は、必要に応じて天理市観光駐車場へ車両を誘導するものとします。   ３業務の内容 車両誘導業務の内容は以下のとおりです。 ・ 車両の誘導及び歩行者の安全確保   ４業務水準 ○利用者○利用者○利用者○利用者や周辺道路の安全の確保や周辺道路の安全の確保や周辺道路の安全の確保や周辺道路の安全の確保    ・ 駐車場及び周辺道路が混雑した場合に交通整理を行い、利用者が安全に駐車場への進入及び退出を行うことができる状態を維持してください。 ・ 敷地内に進入した車両を駐車場へ誘導してください。なお、文化村の駐車場が満車の場合は、適切な方法で天理市観光駐車場へ誘導してください。 ・ また、歩行者に適切な案内や誘導等を行い、安全を確保してください。 ○○○○業務時間、人員の配置業務時間、人員の配置業務時間、人員の配置業務時間、人員の配置    ・ 車両誘導員の配置数、配置時間及び配置場所は以下のとおりです。 ・ 「敷地内出入口付近」及び「敷地内 T 字路付近」の配置場所については、別紙 1(3)を参照してください ポスト数 配置時間 配置場所 実施日 1以上  9:00-20:00 敷地内出入口付近 年末年始を除く毎日 1以上 9:00-18:00 敷地内 T 字路付近 年末年始を除く毎日 適宜 9:00-20:00 適宜 土日祝、大型連休中等の繁忙
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期 ・ 大型連休中、イベント開催期間中等の、駐車場及び周辺道路の混雑が予想される期間に、適宜追加の人員を配置し、利用者の安全を確保してください ○車両誘導の方法○車両誘導の方法○車両誘導の方法○車両誘導の方法    ・ 車両誘導を行うにあたり、制服、制帽を着用の上、左上腕部に車両整理誘導を示す腕章を着用してください。 ・ 昼間においては手旗、夜間においては赤色灯を用いてください。 ○適切な計画・記録の作成○適切な計画・記録の作成○適切な計画・記録の作成○適切な計画・記録の作成    ・ 本施設の特性、規模、施設の利用時間、利用状況等を把握し、適切な業務計画を立ててください。 ・ 業務日誌を作成し、県の要請に応じて閲覧ができるようにしてください。 ○○○○体制整備体制整備体制整備体制整備    ・ 急病、事故、火災、犯罪、災害等、異常事態を発見した場合に対応できる体制整備を行い、異常事態発生時等に適切に対応してください。 ・ 車両誘導担当者へ適切な指導・研修等を行う体制を整えてください。  
  

（５）清掃・ごみ処理業務 項目 内容 １ 業務の目的 ・ 文化村を美しく衛生的に保ち、文化村におけるサービスが円滑に提供され、利用者が安全かつ快適に利用できるよう、清掃、害虫駆除、ごみ処理等を実施するものです。   ２ 業務の対象 ・ 文化村の敷地、施設（建築物、駐車場、屋外広場、工作物、設備、備品、展示施設等）の全てを対象とします。 ※ただし、別紙 2(5)に示す一部諸室の日常清掃は、基本的に県及び文化財修復団体が行います。定期清掃については、県及び文化財修復団体と協議の上、適切に実施するものとします。   ３ 業務の内容 清掃・ごみ処理業務の内容は以下のとおりです。 ・ 施設清掃業務 ・ 屋外清掃業務 ・ 塵芥処理業務   ４ 業務水準 (1)(1)(1)(1)施設清掃・屋外清掃共通の業務水準施設清掃・屋外清掃共通の業務水準施設清掃・屋外清掃共通の業務水準施設清掃・屋外清掃共通の業務水準    〇衛生的かつ利用者満足度の高い清掃水準〇衛生的かつ利用者満足度の高い清掃水準〇衛生的かつ利用者満足度の高い清掃水準〇衛生的かつ利用者満足度の高い清掃水準    ・ 見た目に心地よく、衛生的である状態を保持してください。 ・ 目に見える埃、汚れがない状態としてください。 ・ 特に利用者の利用頻度が高い施設については常に清掃状態を確認し、清潔な状態を保ってください。 ・ 消耗品が常に補充されている状態としてください。 ・ ごみ箱、灰皿等が開館前に空の状態になっており、汚れが付着していない状態としてください。 
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・ 施設や工作物、敷地案内板等の落書きがない状態を保ってください。 ・ 敷地内のごみ等が近隣に飛散して迷惑を及ぼす等、施設内だけでなく周辺環境にも配慮してください。 〇文化財〇文化財〇文化財〇文化財・展示物・展示物・展示物・展示物の保護、施設・設備の長寿命化の保護、施設・設備の長寿命化の保護、施設・設備の長寿命化の保護、施設・設備の長寿命化    ・ 清掃に使用する洗剤等は文化財・展示物に影響を及ぼす有害物質を発生しないものとするなど、文化財・展示物の保護に関して細心の注意を払ってください。 ・ 清掃対象の材質を十分に考慮し、施設・設備が長期間に渡りきれいな状態を保ってください。 〇〇〇〇清掃の方法清掃の方法清掃の方法清掃の方法    ・ 「建築保全業務共通仕様書」（国土交通省大臣官房官庁営繕部 最新版）を参考にしてください。 ・ 諸室の床材及び床面積については、別紙 2(5)を参照してください。 〇〇〇〇業務業務業務業務計画計画計画計画及び及び及び及び実施記録実施記録実施記録実施記録の作成の作成の作成の作成    ・ 個別箇所ごとに日常清掃及び定期清掃を組み合わせ、業務を実施してください。 ・ 建物内外の仕上げ材の性質や設置されている什器・備品等を考慮しつつ、日常清掃・定期清掃の年間計画を立ててください。 ・ 清掃を実施した記録は、今後の施設管理の参考とするため、記録簿として保存してください。 〇清掃〇清掃〇清掃〇清掃業務を行うに当たっての注意事項業務を行うに当たっての注意事項業務を行うに当たっての注意事項業務を行うに当たっての注意事項    ・ できる限り利用者や施設運営の妨げにならないように実施してください。 ・ 業務に使用する用具及び資材等は、常に整理整頓に努め、資機材及び衛生消耗品は、指示された場所に整理し、保管してください。 ・ 作業においては、電気、水道及びガスの計画的な節約に努めてください。 ・ 作業担当者は、職務にふさわしい統一された服装で業務を行ってください。 ・ 作業実施にあたり、建物、備品等を損傷させた場合または破損箇所を発見した場合、落書きなどを発見した場合などは、速やかに報告してください。  ((((2222))))施設清掃の業務水準施設清掃の業務水準施設清掃の業務水準施設清掃の業務水準    〇〇〇〇日常日常日常日常清掃清掃清掃清掃    ・ 床は仕上げ材の性質に合わせて除塵及び部分水拭きを行ってください。シャワー室内については、洗浄を行ってください。 ・ 床以外については、各室の仕上げ材の性質や設置されている什器・備品等を考慮しつつ、扉ガラスの部分水拭き、什器・備品の除塵、ごみ収集、金属部分の除塵、窓台の除塵及び拭き、手摺拭き等を行ってください。 ・ 情報発信棟の公衆トイレは、24時間 365日稼働しているため、適宜清掃を行い、清潔な状態を維持してください。 〇定期清掃〇定期清掃〇定期清掃〇定期清掃    ・ 床の洗浄や、天井、壁、窓ガラス、空調機器、その他機器等の
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日常的に清掃が困難な個所について定期清掃を実施してください。 ・ 定期清掃は、原則として休館日に実施してください。ただし、年末年始を除き休館日がない交流にぎわい棟のレストラン等については、適当な時期等を提案し、実施してください。  ((((3333))))屋外清掃の屋外清掃の屋外清掃の屋外清掃の業務業務業務業務水準水準水準水準    〇〇〇〇日常日常日常日常清掃清掃清掃清掃    ・ 日常的な巡回点検、ごみ拾い等の清掃を行ってください。 〇〇〇〇定期定期定期定期清掃清掃清掃清掃    ・ 街灯、外壁等の日常的に清掃を行うことが困難な個所について定期清掃を実施してください。  ((((4444))))塵芥処理塵芥処理塵芥処理塵芥処理の業務水準の業務水準の業務水準の業務水準    ・ 発生するゴミの収集、搬出、処理を適正に行ってください。 ・ 清掃等で回収したごみは、関係法令に従って適切に処分してください。   ５ 留意事項  (1) 施設清掃業務 ・ 展示部分については展示の温湿度条件を損なうため、水を使用した清掃は行わないでください。 ・ シャワー室については、清潔な状態を保ってください。   (2) 屋外清掃業務 ・ 敷地外周辺道路においても、ごみ拾いは積極的に実施してください。 ・ 落葉期には園路や周辺施設を中心に落ち葉清掃を行ってください。 ・ 側溝、排水桝等の点検を行い、必要に応じて清掃を行ってください。 ・ 定期的にサイン、柵、ベンチ等備品の清掃を行ってください。 ・ 大雨等の後は全体的な清掃を行ってください。 
 

 

（６）植栽管理業務 項目 内容 １ 業務の目的 ・ 文化村の美観を維持し、利用者が安全かつ快適に利用できるよう、敷地内の植栽の保護、育成及び剪定等を行うものとします。   ２ 業務の対象 ・ 文化村のすべての敷地を対象とします。なお、現時点での本施設の植栽計画図は、別紙 2(6)を参照してください。ただし、この後の検討により内容が変更される場合があります。   ３ 業務の内容 植栽管理業務の内容は以下のとおりです。 ・ 樹木管理 ・ 芝生管理 ・ 病害虫防除 ・ プランター管理 
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  ４ 業務水準 (1)(1)(1)(1) 植栽管理植栽管理植栽管理植栽管理全体の業務水準全体の業務水準全体の業務水準全体の業務水準    〇〇〇〇美観の維持美観の維持美観の維持美観の維持及び及び及び及び周辺環境と調和した景観の形成・保持周辺環境と調和した景観の形成・保持周辺環境と調和した景観の形成・保持周辺環境と調和した景観の形成・保持    ・ 利用実態に合わせた管理計画を立て、必要な作業を適切な時期に適切な方法で実施してください。 ・ 敷地内の緑樹を保護し、周辺環境と調和した景観を形成・保持できるよう維持管理を行ってください。 ・ 剪定、除草は計画的に行い、近隣への迷惑防止に努めてください。 ・ 施肥、散水及び害虫防除等を行い、植栽の良好な状態を保ってください。 ・ 業務の記録は、記録簿として保存してください。 〇〇〇〇業務の方法業務の方法業務の方法業務の方法    ・ 業務については、「建築保全業務共通仕様書」（国土交通省大臣官房官庁営繕部 最新版）を参考にしてください。 ・ 樹木の種類については、「植栽計画図」を参照してください。 〇〇〇〇業務の実施回数業務の実施回数業務の実施回数業務の実施回数    ・ 業務の実施回数は以下のとおりとします。 項目 実施回数 ① 低中高木剪定・刈込 年 1回以上 ② 除草・草刈り 年 2 回以上 ③ 病害虫駆除 年 1回以上 ④ プランター管理 適宜   (2)(2)(2)(2) 樹木管理の業務水準樹木管理の業務水準樹木管理の業務水準樹木管理の業務水準    ・ 高中木については、自然樹形仕上げを基本とし、樹木の特性に合わせて年数回、適切な時期に適切な方法で剪定を行ってください。 ・ 低木については、年間を通して美観を損ねないよう、年数回、適切な時期に適切な方法で刈込を行ってください。また、必要に応じて除草、中枯れ防止のための剪定を行ってください。 ・ 樹木の特性や肥料の目的を考慮し、最も効果的な時期、方法で施肥を行ってください。 ・ 日常的に樹木を点検し、枯れ木や、通行の妨げとなる枝、落下の恐れのある枝等、安全面に支障がある場合は、速やかに適切な処置を行ってください。 ・ 樹木が枯損しないよう適宜灌水を行ってください。 ・ 必要に応じて枯株の除去や新植を行ってください。 ・ 刈込の際は植栽地内及び周辺の除草も合わせて行ってください。  (3)(3)(3)(3) 芝生芝生芝生芝生管理の業務水準管理の業務水準管理の業務水準管理の業務水準    ・ 芝生については、利用者が芝生広場として快適に利用できるよう適切な時期に適切な回数の刈込、除草等を行ってください。 ・ 良好な育成のため、目土散布、エアレーション、施肥等の作業を適切に行ってください。 
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 (4)(4)(4)(4) 病害虫防除病害虫防除病害虫防除病害虫防除の業務水準の業務水準の業務水準の業務水準    ・ 病害虫駆除や病害虫の早期発見に努め、できる限り農薬を使用しない方法での防除に努めてください。 ・ 農薬を使用する場合は、利用者に告知の上、利用者の健康面、安全面に十分配慮して使用してください。また、農薬を使用するにあたっては、関係法令や仕様安全基準を遵守し、最小限の使用にとどめるよう努めてください。 
 

７．自主事業に関する業務 

（１）自動販売機の設置管理業務 

利用者へのサービス充実を図るため、文化村内の必要と思われる場所において、指定管

理者の提案により、自動販売機を設置することができます。 

自動販売機は設置する場所ごとに、目的外使用許可に基づく使用料を県へ支払うものと

します。 

運営者はあらかじめ、販売品目一覧表を提出することとし、自動販売機において酒類の

販売を行うことはできないものとします。 

また、運営者は各販売機に回収ボックスを設置してごみを適切に処分するとともに、自

動販売機には転倒防止措置を講じる等、利用者の利便性や安全を確保してください。 

 

（２）その他の自主事業 

施設の利用促進を図るため、積極的に自主事業を企画運営してください。なお、自主事

業の実施や、工作物等の設置に伴い、許可が必要となる場合があります。 

この場合、指定管理者は原則として使用料を県へ支払う必要がありますが、指定管理者

が単独で行う事業で、事業内容が設置目的に合致するものであるなど、一定の要件を満た

す場合は、免除となることがあります。 

 


